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(57)【要約】
【課題】本発明は、消費電力を低減しながらもプロセッ
サの処理能力の低下を防止可能なプロセッサ制御システ
ムを提供する。
【解決手段】管理装置の管理側制御手段の一部１１は、
温度計測手段にて計測された温度が閾値をこえたら、プ
ロセッサの動作周波数を下げる第１制御機能と、第１制
御機能にて前記動作周波数を下げた状態において前記プ
ロセッサの処理性能が低下したら、前記予備用プロセッ
サを含む前記予備セルを動的に追加する第２制御機能と
を含む。　
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくともメインセルと予備セルとを備えている管理対象装置と、前記管理対象装置と
通信網を介して情報の授受を行い当該管理対象装置を管理制御する管理装置と、を備え、
　前記管理対象装置における前記メインセルは、少なくとも１つのプロセッサと、前記プ
ロセッサの温度を計測する温度計測手段と、を備え、
　前記管理対象装置における前記予備セルは、少なくとも１つの予備用プロセッサを備え
、
　前記管理装置は、
　前記温度計測手段にて計測された温度に応じて前記プロセッサの動作周波数を管理制御
可能な管理側制御手段を備え、
　前記管理側制御手段は、前記温度計測手段にて計測された温度が閾値をこえたら、前記
プロセッサの動作周波数を下げる第１制御機能と、前記第１制御機能にて前記動作周波数
を下げた状態において前記プロセッサの処理性能が低下したら、前記予備用プロセッサを
含む前記予備セルを動的に追加する第２制御機能と、を含むことを特徴とするプロセッサ
制御システム。
【請求項２】
　請求項１に記載のプロセッサ制御システムにおいて、
　前記管理側制御手段における第２の制御機能では、
　前記管理対象装置が備えているオペレーティングシステムのタスクがキューに溜まり負
荷量が上がると、前記予備用プロセッサを含む前記予備セルを動的に追加する機能をその
内容とすることを特徴とするプロセッサ制御システム。
【請求項３】
　請求項２に記載のプロセッサ制御システムにおいて、
　前記管理側制御手段は、
　前記管理対象装置が備えているオペレーティングシステムの負荷量が下がったら、動的
に追加した前記予備セルを切り離し、その切り離した前記予備セルの電源をオフとする第
３制御機能を備えることを特徴とするプロセッサ制御システム。
【請求項４】
　請求項３に記載のプロセッサ制御システムにおいて、
　前記管理側制御手段における前記第１制御機能では、前記プロセッサの稼動モードを省
電力モードとし、この省電力モードにおける動作周波数とする機能をその内容とすること
を特徴とするプロセッサ制御システム。　
【請求項５】
　請求項４に記載のプロセッサ制御システムにおいて、
　前記メインセルは、前記プロセッサを冷却する冷却手段を備え、
　前記管理側制御手段は、
　前記温度計測手段にて計測された温度が閾値をこえたら、前記冷却手段が備える冷却機
能を最大とする第４制御機能を備え、
　前記第１制御機能では、
　前記第４制御機能で冷却機能を最大とした状態において、前記温度計測手段にて計測さ
れた温度が閾値をこえたら、前記プロセッサの動作周波数を下げる機能をその内容とし、
　前記第２制御機能では、
　前記冷却機能が最大であって、前記動作周波数を下げた状態において前記プロセッサの
処理性能が低下したら、前記予備用プロセッサを含む前記予備セルを動的に追加する機能
をその内容とすることを特徴とするプロセッサ制御システム。
【請求項６】
　請求項５に記載のプロセッサ制御システムにおいて、
　前記管理側制御手段は、
　前記冷却手段が備える冷却機能を最大とし、前記プロセッサの動作周波数を下げた状態
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において、前記温度計測手段にて計測された温度が閾値をこえたら、前記省電力モードに
おける動作周波数からさらに前記プロセッサにおける動作周波数の低減限界にまで当該動
作周波数を下げる第５制御機能を備え、
　前記第２制御機能では、
　前記冷却機能が最大であって、前記動作周波数を低減限界にまで下げた状態において前
記プロセッサの処理性能が低下したら、前記予備用プロセッサを含む前記予備セルを動的
に追加する機能をその内容とすることを特徴とするプロセッサ制御システム。
【請求項７】
　少なくとも１つのプロセッサと前記プロセッサの温度を計測する温度計測手段とを備え
たメインセルと、少なくとも１つの予備用プロセッサを備えた予備セルと、これらの各セ
ルを制御するとともに前記温度計測手段にて計測された温度に応じて前記プロセッサの動
作周波数を制御可能な管理対象側制御手段と、を備え、
　前記管理対象側制御手段は、前記温度計測手段にて計測された温度が閾値をこえたら、
前記プロセッサの動作周波数を下げる第１制御機能と、前記第１制御機能にて前記動作周
波数を下げた状態において前記プロセッサの処理性能が低下したら、前記予備用プロセッ
サを含む前記予備セルを動的に追加する第２制御機能と、を含むことを特徴とする管理対
象装置。
【請求項８】
　少なくとも１つのプロセッサと前記プロセッサの温度を計測する温度計測手段とを備え
たメインセルと、少なくとも１つの予備用プロセッサを備えた予備セルとを備えている管
理対象装置を通信網を介して管理制御する管理装置であって、
　前記温度計測手段にて計測された温度に応じて前記プロセッサの動作周波数を管理制御
可能な管理側制御手段を備え、
　前記管理側制御手段は、前記温度計測手段にて計測された温度が閾値をこえたら、前記
プロセッサの動作周波数を下げる第１制御機能と、前記第１制御機能にて前記動作周波数
を下げた状態において前記プロセッサの処理性能が低下したら、前記予備用プロセッサを
含む前記予備セルを動的に追加する第２制御機能と、を含むことを特徴とする管理装置。
【請求項９】
　少なくとも１つのプロセッサと前記プロセッサの温度を計測する温度計測手段とを備え
たメインセルと、少なくとも１つの予備用プロセッサを備えた予備セルとを備えている管
理対象装置を通信網を介して管理制御する管理装置にあって、前記プロセッサを管理制御
するプロセッサ制御方法であって、
　計測された前記プロセッサの温度情報を取得し、
　この取得された温度が閾値をこえたら、前記プロセッサの動作周波数を下げる第１制御
をし、
　前記動作周波数を下げた状態において前記プロセッサの処理性能が低下したら、前記予
備用プロセッサを含む前記予備セルを動的に追加する第２制御をする、
　ことを特徴とするプロセッサ制御方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載のプロセッサ制御方法において、
　前記管理対象装置が備えているオペレーティングシステムの負荷量が下がったら、動的
に追加した前記予備セルを切り離し、その切り離した前記予備セルの電源をオフとする第
３制御をする、
　ことを特徴とするプロセッサ制御方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のプロセッサ制御方法において、
　前記第１制御をするに際しては、前記プロセッサの稼動モードを省電力モードとし、こ
の省電力モードにおける動作周波数とすることを特徴とするプロセッサ制御方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のプロセッサ制御方法において、
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　前記メインセルは、前記プロセッサを冷却する冷却手段を備え、
　前記温度計測手段にて計測された温度が閾値をこえたら、前記冷却手段が備える冷却機
能を最大とする第４制御をさらに実行し、
　前記第１制御をするに際しては、
　前記第４制御において冷却機能を最大とした状態において、前記温度計測手段にて計測
された温度が閾値をこえたら、前記プロセッサの動作周波数を下げ、
　前記第２制御をするに際しては、
　前記冷却機能が最大であって、前記動作周波数を下げた状態において前記プロセッサの
処理性能が低下したら、前記予備用プロセッサを含む前記予備セルを動的に追加すること
を特徴とするプロセッサ制御方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のプロセッサ制御方法において、
　前記冷却手段が備える冷却機能を最大とし、前記プロセッサの動作周波数を下げた状態
において、前記温度計測手段にて計測された温度が閾値をこえたら、前記省電力モードに
おける動作周波数からさらに前記プロセッサにおける動作周波数の低減限界にまで当該動
作周波数を下げる第５制御をさらに実行し、
　前記第２制御をするに際しては、
　前記冷却機能が最大であって、前記動作周波数を低減限界にまで下げた状態において前
記プロセッサの処理性能が低下したら、前記予備用プロセッサを含む前記予備セルを動的
に追加することを特徴とするプロセッサ制御方法。
【請求項１４】
　少なくとも１つのプロセッサと前記プロセッサの温度を計測する温度計測手段とを備え
たメインセルと、少なくとも１つの予備用プロセッサを備えた予備セルとを備えている管
理対象装置にあって、前記プロセッサを管理制御するプロセッサ制御方法であって、
　前記プロセッサの温度情報を計測し、
　この計測された温度が閾値をこえたら、前記プロセッサの動作周波数を下げる第１制御
をし、
　前記動作周波数を下げた状態において前記プロセッサの処理性能が低下したら、前記予
備用プロセッサを含む前記予備セルを動的に追加する第２制御をする、
　ことを特徴とするプロセッサ制御方法。
【請求項１５】
　少なくとも１つのプロセッサと前記プロセッサの温度を計測する温度計測手段とを備え
たメインセルと、少なくとも１つの予備用プロセッサを備えた予備セルとを備えている管
理対象装置を通信網を介して管理制御する管理装置が備えたコンピュータに諸機能を実現
させることが可能な管理制御プログラムであって、
　計測された前記プロセッサの温度情報を取得する取得機能と、
　この取得された温度が閾値をこえたら、前記プロセッサの動作周波数を下げる第１制御
機能と、
　前記動作周波数を下げた状態において前記プロセッサの処理性能が低下したら、前記予
備用プロセッサを含む前記予備セルを動的に追加する第２制御機能と、
　を前記コンピュータに実現させることを特徴とする管理制御プログラム。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の管理制御プログラムにおいて、
　前記管理対象装置が備えているオペレーティングシステムの負荷量が下がったら、動的
に追加した前記予備セルを切り離し、その切り離した前記予備セルの電源をオフとする第
３制御機能をさらに前記コンピュータに実現させることを特徴とする管理制御プログラム
。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の管理制御プログラムにおいて、
　前記第１制御機能では、
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　前記プロセッサの稼動モードを省電力モードとし、この省電力モードにおける動作周波
数とする機能をその内容とし、これを前記コンピュータに実現させることを特徴とするプ
ロセッサ制御プログラム。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の管理制御プログラムにおいて、
　前記メインセルは、前記プロセッサを冷却する冷却手段を備え、
　前記温度計測手段にて計測された温度が閾値をこえたら、前記冷却手段が備える冷却機
能を最大とする第４制御機能をさらに前記コンピュータに実現させ、
　前記第１制御機能では、
　前記第４制御機能において冷却機能を最大とした状態において、前記温度計測手段にて
計測された温度が閾値をこえたら、前記プロセッサの動作周波数を下げる機能をその内容
とし、これを前記コンピュータに実現させ、
　前記第２制御機能では、
　前記冷却機能が最大であって、前記動作周波数を下げた状態において前記プロセッサの
処理性能が低下したら、前記予備用プロセッサを含む前記予備セルを動的に追加する機能
をその内容とし、これを前記コンピュータに実現させることを特徴とする管理制御プログ
ラム。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の管理制御プログラムにおいて、
　前記冷却手段が備える冷却機能を最大とし、前記プロセッサの動作周波数を下げた状態
において、前記温度計測手段にて計測された温度が閾値をこえたら、前記省電力モードに
おける動作周波数からさらに前記プロセッサにおける動作周波数の低減限界にまで当該動
作周波数を下げる第５制御機能をさらに前記コンピュータに実現させ、
　前記第２制御機能では、
　前記冷却機能が最大であって、前記動作周波数を低減限界にまで下げた状態において前
記プロセッサの処理性能が低下したら、前記予備用プロセッサを含む前記予備セルを動的
に追加する機能をその内容とし、これを前記コンピュータに実現させることを特徴とする
管理制御プログラム。
【請求項２０】
　少なくとも１つのプロセッサと前記プロセッサの温度を計測する温度計測手段とを備え
たメインセルと、少なくとも１つの予備用プロセッサを備えた予備セルとを備えている管
理対象装置が備えたコンピュータに諸機能を実現させることが可能なプロセッサ制御プロ
グラムであって、
　計測された温度が閾値をこえたら、前記プロセッサの動作周波数を下げる第１制御機能
と、
　前記動作周波数を下げた状態において前記プロセッサの処理性能が低下したら、前記予
備用プロセッサを含む前記予備セルを動的に追加する第２制御機能と、
　を前記コンピュータに実現させることを特徴とするプロセッサ制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プロセッサ制御システム、管理対象装置、管理装置、プロセッサ制御方法、
管理制御プログラム、及びプロセッサ制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　サーバなどのコンピュータ装置においては、その温度を下げるために、例えば空調の温
度を下げて周囲の気温を下げることが行われる。または、コンピュータ装置の温度を下げ
るために、ＣＰＵのクロックを下げて消費電力を削減する技術が知られている（特許文献
１など）。
　特許文献１では、消費電力の浪費をさけるために、ＣＰＵの発熱温度状態にしたがって
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、ＣＰＵのクロック周波数を適正値に可変設定させる点が開示されている。
【特許文献１】特開平９－２３７１３２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、関連技術では空調の温度を下げることによる電力の消費が大きい、とい
う課題があった。
　その理由は、空調の温度を下げる手法では、広いデータセンタであれば全体を冷やす必
要があるからである。
【０００４】
　又、特許文献１などでは、管理対象装置で動作しているオペレーティングシステムの処
理能力が遅くなる、という課題があった。
　その理由は、省電力をおこなうとＣＰＵの実行クロックを下げてしまうため、そのコン
ピュータ上で動作しているオペレーティングシステムのタスク処理が遅くなり、処理能力
が遅くなり、性能が低下するためである。
【０００５】
　本発明の目的は、上述の課題を解決することにあり、消費電力を低減しながらもプロセ
ッサの処理能力の低下を防止可能なプロセッサ制御システム、管理対象装置、管理装置、
プロセッサ制御方法、管理制御プログラム、及びプロセッサ制御プログラムを提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明のプロセッサ制御システムは、少なくともメインセル
と予備セルとを備えている管理対象装置と、前記管理対象装置と通信網を介して情報の授
受を行い当該管理対象装置を管理制御する管理装置と、を備え、前記管理対象装置におけ
る前記メインセルは、少なくとも１つのプロセッサと、前記プロセッサの温度を計測する
温度計測手段と、を備え、前記管理対象装置における前記予備セルは、少なくとも１つの
予備用プロセッサを備え、前記管理装置は、前記温度計測手段にて計測された温度に応じ
て前記プロセッサの動作周波数を管理制御可能な管理側制御手段を備え、前記管理側制御
手段は、前記温度計測手段にて計測された温度が閾値をこえたら、前記プロセッサの動作
周波数を下げる第１制御機能と、前記第１制御機能にて前記動作周波数を下げた状態にお
いて前記プロセッサの処理性能が低下したら、前記予備用プロセッサを含む前記予備セル
を動的に追加する第２制御機能とを含むことを特徴としている。
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明の（プロセッサ制御システムにおける）管理対象装置
は、少なくとも１つのプロセッサと前記プロセッサの温度を計測する温度計測手段とを備
えたメインセルと、少なくとも１つの予備用プロセッサを備えた予備セルと、これらの各
セルを制御するとともに前記温度計測手段にて計測された温度に応じて前記プロセッサの
動作周波数を制御可能な管理対象側制御手段と、を備え、前記管理対象側制御手段は、前
記温度計測手段にて計測された温度が閾値をこえたら、前記プロセッサの動作周波数を下
げる第１制御機能と、前記第１制御機能にて前記動作周波数を下げた状態において前記プ
ロセッサの処理性能が低下したら、前記予備用プロセッサを含む前記予備セルを動的に追
加する第２制御機能とを含むことを特徴としている。
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明の（プロセッサ制御システムにおける）管理装置は、
少なくとも１つのプロセッサと前記プロセッサの温度を計測する温度計測手段とを備えた
メインセルと、少なくとも１つの予備用プロセッサを備えた予備セルとを備えている管理
対象装置を通信網を介して管理制御する管理装置であって、前記温度計測手段にて計測さ
れた温度に応じて前記プロセッサの動作周波数を管理制御可能な管理側制御手段を備え、
前記管理側制御手段は、前記温度計測手段にて計測された温度が閾値をこえたら、前記プ
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ロセッサの動作周波数を下げる第１制御機能と、前記第１制御機能にて前記動作周波数を
下げた状態において前記プロセッサの処理性能が低下したら、前記予備用プロセッサを含
む前記予備セルを動的に追加する第２制御機能とを含むことを特徴としている。
【０００９】
　上記目的を達成するため、本発明の（管理装置における）プロセッサ制御方法は、少な
くとも１つのプロセッサと前記プロセッサの温度を計測する温度計測手段とを備えたメイ
ンセルと、少なくとも１つの予備用プロセッサを備えた予備セルとを備えている管理対象
装置を通信網を介して管理制御する管理装置にあって、前記プロセッサを管理制御するプ
ロセッサ制御方法であって、計測された前記プロセッサの温度情報を取得し、この取得さ
れた温度が閾値をこえたら、前記プロセッサの動作周波数を下げる第１制御をし、前記動
作周波数を下げた状態において前記プロセッサの処理性能が低下したら、前記予備用プロ
セッサを含む前記予備セルを動的に追加する第２制御をする、ことを特徴としている。
【００１０】
　上記目的を達成するため、本発明の（管理対象装置における）プロセッサ制御方法は、
少なくとも１つのプロセッサと前記プロセッサの温度を計測する温度計測手段とを備えた
メインセルと、少なくとも１つの予備用プロセッサを備えた予備セルとを備えている管理
対象装置にあって、前記プロセッサを管理制御するプロセッサ制御方法であって、前記プ
ロセッサの温度情報を計測し、この計測された温度が閾値をこえたら、前記プロセッサの
動作周波数を下げる第１制御をし、前記動作周波数を下げた状態において前記プロセッサ
の処理性能が低下したら、前記予備用プロセッサを含む前記予備セルを動的に追加する第
２制御をする、ことを特徴としている。
【００１１】
　上記目的を達成するため、本発明の管理制御プログラムは、少なくとも１つのプロセッ
サと前記プロセッサの温度を計測する温度計測手段とを備えたメインセルと、少なくとも
１つの予備用プロセッサを備えた予備セルとを備えている管理対象装置を通信網を介して
管理制御する管理装置が備えたコンピュータに諸機能を実現させることが可能な管理制御
プログラムであって、計測された前記プロセッサの温度情報を取得する取得機能と、この
取得された温度が閾値をこえたら、前記プロセッサの動作周波数を下げる第１制御機能と
、前記動作周波数を下げた状態において前記プロセッサの処理性能が低下したら、前記予
備用プロセッサを含む前記予備セルを動的に追加する第２制御機能と、を前記コンピュー
タに実現させることを特徴としている。
【００１２】
　上記目的を達成するため、本発明のプロセッサ制御プログラムは、少なくとも１つのプ
ロセッサと前記プロセッサの温度を計測する温度計測手段とを備えたメインセルと、少な
くとも１つの予備用プロセッサを備えた予備セルとを備えている管理対象装置が備えたコ
ンピュータに諸機能を実現させることが可能なプロセッサ制御プログラムであって、計測
された温度が閾値をこえたら、前記プロセッサの動作周波数を下げる第１制御機能と、前
記動作周波数を下げた状態において前記プロセッサの処理性能が低下したら、前記予備用
プロセッサを含む前記予備セルを動的に追加する第２制御機能と、を前記コンピュータに
実現させることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、温度が設定された閾値を超えた場合にプロセッサの動作周波数をさげ
て、温度の安定化を図り、また、このときにこの装置で動作しているプロセッサの動作周
波数を下げたことによる処理性能の低下が発生した場合、予備セルを追加することで、温
度を一定に保ちながら、プロセッサ処理の負担を下げ、動作に影響を与えないようにする
という、関連技術にない優れたプロセッサ制御システム、管理対象装置、管理装置、プロ
セッサ制御方法、管理制御プログラム、及びプロセッサ制御プログラムを提供することが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１４】
　〔プロセッサ制御システムの基本的構成〕
　先ず、プロセッサ制御システムの基本的構成について説明する。図１に示すように、本
発明のプロセッサ制御システム１は、少なくともメインセル３０と予備セル４０とを備え
ている管理対象装置２０と、前記管理対象装置２０と通信網を介して情報の授受を行い当
該管理対象装置２０を管理制御する管理装置の一例又は一部である制御端末装置１０と、
を備えているものである。
【００１５】
　前記管理対象装置２０における前記メインセル３０は、少なくとも１つのプロセッサの
一部又は一例であるＣＰＵ３４と、前記プロセッサの温度を計測する温度計測手段の一例
又は一部である温度センサ３５とを備えている。
　前記管理対象装置２０における前記予備セル４０は、少なくとも１つの予備用プロセッ
サの一例又は一部であるＣＰＵ４４を備えている。
【００１６】
　前記管理装置の一例又は一部である制御端末装置１０は、前記温度計測手段にて計測さ
れた温度に応じて前記プロセッサの動作周波数を管理制御可能な管理側制御手段の一例又
は一部である管理ソフトウエア１１を備える。
　ここで、前記管理側制御手段は、前記温度計測手段にて計測された温度が閾値をこえた
ら、前記プロセッサの動作周波数を下げる第１制御機能と、前記第１制御機能にて前記動
作周波数を下げた状態において前記プロセッサの処理性能が低下したら、前記予備用プロ
セッサを含む前記予備セルを動的に追加する第２制御機能とを備える。
【００１７】
　このようなプロセッサ制御システムでは、管理対象装置において、温度が設定された閾
値を超えた場合にプロセッサの動作周波数をさげて、温度の安定化を図り、また、このと
きにこの管理対象装置で動作しているプロセッサの動作周波数を下げたことによる処理性
能の低下が発生した場合、予備セルを追加することで、温度を一定に保ちながら、プロセ
ッサ処理の負担を下げ、動作に影響を与えないようにすることができる。
【００１８】
　すなわち、本発明では、管理対象装置として、例えばＩＰＭＩ（Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎ
ｔ　Pｌａｔｆｏｒｍ　Mａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）（特にＣＰＵの温度
情報取得機能）および、ＩＣＰＩに対応したＣＰＵとメモリとシステムボードで構成され
たセルを複数個もつコンピュータなどを対象とすることができる。
【００１９】
　ここで、管理装置（制御端末装置）は、管理対象装置と連携し、ＣＰＵの温度をＩＰＭ
Ｉで管理し、温度が危険閾値を超えた場合に、ＩＣＰＩのＰ―Ｓｔａｔｅ制御を利用し、
ＣＰＵの実行クロックを下げ、省電力モードにし、温度を下げるようにする。
　このときに、管理装置（制御端末装置）は、管理対象装置と連携し、この管理対象装置
の上で動作しているオペレーティングシステムにおいてＣＰＵの実行クロックを下げたこ
とによるタスク処理の遅延が発生した場合、予備のセルを追加することで、Ｐａｒｔｉｔ
ｉｏｎ（パーテーション）を拡張し、ＣＰＵ処理の負担を下げ、管理対象装置の温度を一
定に保ちながら動作に影響を与えないようにする。
【００２０】
　また、管理装置（制御端末装置）は、管理対象装置と連携し、オペレーティングシステ
ムの負荷量が下がってきた場合に動的に追加したパーティションを切り離し、追加したセ
ルの電源を落とすことで、電力の節約を行う。このようにすることで、データセンタ内に
おいてのホットスポットを解消し、空調電力の削減を行う。　
【００２１】
　このようにして、管理装置（制御端末装置）は、管理対象装置と連携し、複数ＣＰＵを
有し、ＣＰＵの存在するセルごとにＰａｒｔｉｔｉｏｎ（パーテーション）を作成できる
管理対象装置の温度を管理し、温度が設定された閾値を超えた場合に、ＣＰＵの動作を省
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電力モードにして実行最大クロックをさげて、温度の安定化を図る。
　また、管理装置（制御端末装置）は、管理対象装置と連携し、このときにこの管理対象
装置の上で動作しているオペレーティングシステムにおいてＣＰＵの実行クロックを下げ
たことによるタスク処理の遅延が発生した場合、予備のセルを追加することで、温度を一
定に保ちながら、Ｐａｒｔｉｔｉｏｎ（パーテーション）を拡張し、ＣＰＵ処理の負担を
下げ、動作に影響を与えないようにする。
【００２２】
　さらに、管理装置（制御端末装置）は、管理対象装置と連携し、オペレーティングシス
テムの負荷量が下がってきた場合に動的に追加したパーティションを切り離し、追加した
セルの電源を落とすことで、電力の節約を行う。　
【００２３】
　以下、このような本発明の「プロセッサ制御システム」のさらに具体的な実施の形態の
一例について、図面を参照して説明する。
【００２４】
〔第１の実施の形態〕
　（プロセッサ制御システムの全体構成）
　先ず、本実施の形態のプロセッサ制御システムの具体的構成について、全体構成から説
明し、続いて各部の詳細構成について説明することとする。図１は、本発明における第１
実施の形態のプロセッサ制御システムの全体の概略構成の一例を示すブロック図である。
【００２５】
　図１に示すように、本実施の形態のプロセッサ制御システム１は、制御端末装置（管理
装置）１０と、この制御端末装置１０と通信網（ネットワーク）を介して通信接続された
管理対象装置２０とを含む構成としている。
【００２６】
　制御端末装置１０は、管理対象装置２０の各部をソフトウエアにより管理制御する管理
側制御手段の一例又は一部である管理ソフトウエア１１と、管理対象装置２０との間で情
報の授受を行うための通信手段の一例又は一部であるＮＩＣ（ネットワークインターフェ
ースカード）１２とを含む構成としている。
【００２７】
　管理ソフトウエア１１は、温度を管理する温度管理機能と、ＣＰＵクロック（動作周波
数）の制御を行う動作周波数制御機能と、パーテーションの制御を行うパーテーション制
御機能とを備えている。
【００２８】
　管理対象装置２０は、少なくとも１つのセル（メインセル）３０と、少なくとも１つ以
上の予備用の予備セル４０と、メインセル３０のみによる第１動作制御とメインセル３０
と予備セル４０とによる第２動作制御とを適宜変更可能に制御するシステムコントローラ
５０とを備えている。
【００２９】
　管理対象側制御手段の一例又は一部であるシステムコントローラ５０は、オペレーティ
ングシステム３１が動作しているパーティションに動的に予備のセルを選択的に適宜、追
加、削除することが出来る機能を備える。
　従って、第１動作制御では、第１パーテーションはメインセル３０により構成され、第
２動作制御では、第１パーテーションはメインセル３０と予備セル４０とにより構成され
る。
【００３０】
　メインセル３０は、例えば第１システムボードにより構成され、動作周波数制御手段と
してのＩＣＰＩ制御部３３と、少なくとも１つのプロセッサの一例又は一部であるである
ＣＰＵ３４と、ＣＰＵ３４の温度を計測する温度計測手段の一例又は一部である温度セン
サ３５と、冷却のための冷却手段もしくは空冷手段ないしは空冷用駆動機構の一例又は一
部であるファン（ＦＡＮ）３６と、ファン３６の回転数などの物理量ないしは駆動機構状
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態を計測する（空冷用駆動機構関連の）物理量計測手段の一例又は一部であるファン（Ｆ
ＡＮ）回転数センサ３７と、ＩＰＭＩの制御を行うプロセッサ環境情報取得手段ないしは
メインセル制御手段としてのＢＭＣ（ベースボードマネージメントコントローラ）３８と
を備えている。
【００３１】
　又、メインセル３０は、管理対象側制御手段の一例又は一部を構成するオペレーティン
グシステム３１を搭載している。このオペレーティングシステム３１は、メインセル３０
が備えた記憶手段に搭載することができる。
　オペレーティングシステム３１は、パーティション上で動作し、ＣＰＵのクロック制御
を行うためのインタフェースであるクロック制御Ｉ／Ｆ３２を備えている。
【００３２】
　ＢＭＣ３８は、ＩＰＭＩ（Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ　Pｌａｔｆｏｒｍ　Mａｎａｇｅｍ
ｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）によりＣＰＵの温度情報取得機能、電源のオンオフリセッ
ト機能、ＦＡＮの回転数情報取得機能、電源電圧情報取得機能、通信の暗号化機能などト
を備える。
　ＩＰＭＩは、システムハードウェアやセンサーのモニタリング、システムコンポーネン
トの制御、リモート管理や復旧のための重要システムイベントログの取得を行う機能を備
える。又ＩＰＭＩは、温度、ファン、電圧、ハードウェアエラー（メモリー、ネットワー
ク関連）、シャーシ侵入などのハードウェアの健康状態をモニターする機能を備える。
【００３３】
　予備セル４０は、メインセル３０同様に、例えば第２システムボードにより構成され、
動作周波数制御手段としてのＩＣＰＩ制御部４３と、少なくとも一つの予備用プロセッサ
の一例又は一部であるＣＰＵ４４と、温度計測手段の一例又は一部である温度センサ４５
と、冷却のための冷却手段もしくは空冷手段ないしは空冷用駆動機構の一例又は一部であ
るファン（ＦＡＮ）４６と、ファン４６の回転数などの物理量ないしは駆動機構状態を計
測する（空冷用駆動機構関連の）物理量計測手段の一例又は一部であるファン回転数セン
サ４７と、ＩＰＭＩの制御を行うプロセッサ環境情報取得手段ないしは予備セル制御手段
としてのＢＭＣ４８とを備えている。又、予備セル４０は、記憶手段を備える。
【００３４】
　このため、メインセル３０側の各部を第１のＩＣＰＩ制御部、第１のプロセッサ、第１
の温度計測手段、第１の冷却手段、第１の物理量計測手段、第１のＢＭＣとし、予備セル
４０側の各部を第２のＩＣＰＩ制御部、第２のプロセッサ、第２の温度計測手段、第２の
冷却手段、第２の物理量計測手段、第２のＢＭＣということもできる。
【００３５】
　制御端末装置（管理装置）１０は、プログラム制御により動作するものであり、ネット
ワーク関連の通信機能を有していれば、デスクトップ、ラップトップコンピュータ、その
他無線・有線通信機能を有する情報機器、情報家電機器（テレビ・携帯音楽プレーヤ・ゲ
ーム機）、またはこれに類するコンピュータなどいかなるコンピュータでもよく、移動式
・固定式を問わない。
【００３６】
　制御端末装置（管理装置）１０のハードウエア構成は、種々の情報等を表示するための
表示部（スクリーン）、この表示部の表示画面上（の各種入力欄等）にデータを操作入力
するための操作入力部（例えばキーボード・マウス・各種ボタン・表示操作部＜画面上の
ボタン＞・タッチパネル等）、各種信号・データを送受信するための送受信部ないしは通
信部（各種通信インターフェースやモデムなど）、各種プログラム・各種データを記憶し
ておく記憶部（例えばメモリ、ハードディスク等）、これらの制御を司る制御部（例えば
ＣＰＵ、ＭＰＵ、ＤＳＰ等）などを有することができる。　
【００３７】
　又、管理対象装置２０は、プログラム制御により動作するものであり、ネットワーク関
連の通信機能を有していれば、パーソナルコンピュータ、サーバコンピュータ、またはこ
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れに類するコンピュータなどいかなるコンピュータでもよく、移動式・固定式を問わない
。
【００３８】
　管理対象装置２０のハードウエア構成は、前述の構成とともに、各種信号・データを送
受信するための送受信部ないしは通信部（各種通信インターフェースやモデムなど）、各
種プログラム・各種データを記憶しておく記憶部（例えばメモリ、ハードディスク等）な
どを有することができる。
【００３９】
　又、管理対象装置２０は、種々の情報等を表示するための表示部（スクリーン）、この
表示部の表示画面上（の各種入力欄等）にデータを操作入力するための操作入力部（例え
ばキーボード・マウス・各種ボタン・表示操作部＜画面上のボタン＞・タッチパネル等）
などを必要に応じて備えてよい。
【００４０】
　ここで、本実施の形態の制御端末装置１０は、「管理装置」の一例又は一部ということ
もできる。
　又、管理ソフトウエア１１は、「管理側制御手段」の一例又は一部ということもできる
。
　更に、ＣＰＵ３４は、「プロセッサ」の一例又は一部ということもできる。更に又、Ｃ
ＰＵ４４は、「予備用プロセッサ」の一例又は一部ということもできる。又、温度センサ
３５は、「温度計測手段」の一例又は一部ということもできる。更に、ファン３６は、「
冷却手段」の一例又は一部ということもできる。
　又更に、システムコントローラ５０とＢＭＣ３８とＢＭＣ４８とＩＣＰＩ制御部３３と
ＩＣＰＩ制御部４３とオペレーティングシステム３１とにより「管理対象側制御手段」の
一例又は一部を構成することができる。
【００４１】
　管理装置は、管理対象装置と通信網を介して情報の授受を行い当該管理対象装置を管理
制御する。
　「管理側制御手段」は、前記温度計測手段にて計測された温度に応じて前記プロセッサ
の動作周波数を管理制御する。
　又、前記管理側制御手段は、前記温度計測手段にて計測された温度が閾値をこえたら、
前記プロセッサの動作周波数を下げる第１制御機能を備えてよい。
　更に、前記管理側制御手段は、前記第１制御機能にて前記動作周波数を下げた状態にお
いて前記プロセッサの処理性能が低下したら、前記予備用プロセッサを含む前記予備セル
を動的に追加する第２制御機能を備えてよい。
【００４２】
　更に、前記管理側制御手段における第２の制御機能では、前記管理対象装置が備えてい
るオペレーティングシステムのタスクがキューに溜まり負荷量が上がると、前記予備用プ
ロセッサを含む前記予備セルを動的に追加する機能を備えてよい。
【００４３】
　又、前記管理側制御手段は、前記管理対象装置が備えているオペレーティングシステム
の負荷量が下がったら、動的に追加した前記予備セルを切り離し、その切り離した前記予
備セルの電源をオフとする第３制御機能を備えてよい。
【００４４】
　更に又、前記管理側制御手段における前記第１制御機能では、前記プロセッサの稼動モ
ードを省電力モードとし、この省電力モードにおける動作周波数とする機能を備えてよい
。
【００４５】
　又更に、前記管理側制御手段は、前記温度計測手段にて計測された温度が閾値をこえた
ら、前記冷却手段が備える冷却機能を最大とする第４制御機能を備えてよい。この場合、
前記第１制御機能では、前記第４制御機能で冷却機能を最大とした状態において、前記温
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度計測手段にて計測された温度が閾値をこえたら、前記プロセッサの動作周波数を下げる
機能を備えてよい。
　さらにこの場合、第２制御機能では、前記冷却機能が最大であって、前記動作周波数を
下げた状態において前記プロセッサの処理性能が低下したら、前記予備用プロセッサを含
む前記予備セルを動的に追加する機能を備えてよい。
【００４６】
　又、前記管理側制御手段は、前記冷却手段が備える冷却機能を最大とし、前記プロセッ
サの動作周波数を下げた状態において、前記温度計測手段にて計測された温度が閾値をこ
えたら、前記省電力モードにおける動作周波数からさらに前記プロセッサにおける動作周
波数の低減限界にまで当該動作周波数を下げる第５制御機能を備えてよい。
　この場合、前記第２制御機能では、前記冷却機能が最大であって、前記動作周波数を低
減限界にまで下げた状態において前記プロセッサの処理性能が低下したら、前記予備用プ
ロセッサを含む前記予備セルを動的に追加する機能を備えてよい。
【００４７】
　（動作処理手順について）
　（全体の概略動作）
　次に、上述のような構成を有するプロセッサ制御システムにおける全体の動作処理手順
について、図２乃至図３を参照しつつ説明する。図２は、本発明の第１の実施の形態によ
るプロセッサ制御システムにおける動作処理手順の一例を示すフローチャートである。
【００４８】
　本実施の形態に係るプロセッサ管理制御における動作処理手順は、少なくとも１つのプ
ロセッサと前記プロセッサの温度を計測する温度計測手段とを備えたメインセルと、少な
くとも１つの予備用プロセッサを備えた予備セルとを備えている管理対象装置を通信網を
介して管理制御する管理装置が備えたコンピュータが行うものを対象とするものである。
【００４９】
　本実施の形態に係るプロセッサ管理制御における全体の動作処理手順は、基本的手順と
して、管理側制御手段として機能する管理装置が、計測された前記プロセッサの温度情報
を取得し（例えば図２に示すステップＳ１１：温度情報取得ステップ）、この取得された
温度が閾値をこえたら、前記プロセッサの動作周波数を下げる第１制御をし（例えば図２
に示すステップＳ１２とステップＳ１６からなるステップ：第１制御ステップ）、前記動
作周波数を下げた状態において前記プロセッサの処理性能が低下したら、前記予備用プロ
セッサを含む前記予備セルを動的に追加する第２制御をする（例えば図２に示すステップ
Ｓ１７とステップＳ２０からなるステップ又はステップＳ１９とステップＳ２０からなる
ステップ：第２制御ステップ）、ことができる。
【００５０】
　さらに、この動作制御手順では、前記第２制御をするに際にしては、前記管理対象装置
が備えているオペレーティングシステムのタスクがキューに溜まり負荷量が上がると、前
記予備用プロセッサを含む前記予備セルを動的に追加することができる。
【００５１】
　又、この動作処理手順では、前記管理対象装置が備えているオペレーティングシステム
の負荷量が下がったら、動的に追加した前記予備セルを切り離し、その切り離した前記予
備セルの電源をオフとする第３制御をする（例えば図３に示すステップＳ３２とステップ
Ｓ３４とステップＳ３５からなるステップ：第３制御ステップ）ことができる。
【００５２】
　さらに、この動作制御手順では、前記第１制御をするに際しては、前記プロセッサの稼
動モードを省電力モードとし、この省電力モードにおける動作周波数とすることができる
。
【００５３】
　又更に、この動作制御手順では、前記メインセルは、前記プロセッサを冷却する冷却手
段を備える場合に、前記温度計測手段にて計測された温度が閾値をこえたら、前記冷却手
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段が備える冷却機能を最大とする第４制御（例えば図２に示すステップＳ１３とステップ
Ｓ１４からなるステップ：第４制御ステップ）をさらに実行できる。
　この場合、前記第１制御をするに際しては、前記第４制御において冷却機能を最大とし
た状態において、前記温度計測手段にて計測された温度が閾値をこえたら、前記プロセッ
サの動作周波数を下げることができる。
　又、前記第２制御をするに際しては、前記冷却機能が最大であって、前記動作周波数を
下げた状態において前記プロセッサの処理性能が低下したら、前記予備用プロセッサを含
む前記予備セルを動的に追加することができる。
【００５４】
　さらに、この動作制御手順では、前記冷却手段が備える冷却機能を最大とし、前記プロ
セッサの動作周波数を下げた状態において、前記温度計測手段にて計測された温度が閾値
をこえたら、前記省電力モードにおける動作周波数からさらに前記プロセッサにおける動
作周波数の低減限界にまで当該動作周波数を下げる第５制御（例えば図２に示すステップ
Ｓ１７とステップＳ１８からなるステップ：第５制御ステップ）をさらに実行できる。
　この場合、前記第２制御をするに際しては、前記冷却機能が最大であって、前記動作周
波数を低減限界にまで下げた状態において前記プロセッサの処理性能が低下したら、前記
予備用プロセッサを含む前記予備セルを動的に追加することができる。
【００５５】
　（詳細動作）
　以下、これを詳述する。
　図２に示すように、先ず、管理側制御手段として機能する制御端末装置の管理ソフトウ
ェアは、ＮＩＣ１２を通じて、管理対象装置２０のシステムコントローラ５０にアクセス
を開始する。
【００５６】
　さらに、管理側制御手段として機能する制御端末装置１０は、システムコントローラ５
０からＩＰＭＩプロトコルにより、ＣＰＵの現在の温度を取得する（ステップＳ１１：プ
ロセッサ温度情報取得ステップないしはプロセッサ温度情報取得機能）。
【００５７】
　次に、管理側制御手段として機能する制御端末装置１０は、取得された温度情報の値を
、管理ソフトウェアに事前に設定してある閾値（既設定温度閾値情報）ないしは温度制御
条件情報と比較し、取得された温度が閾値をこえているか否かを判定する処理を行う（ス
テップＳ１２：温度閾値判定ステップないしは温度閾値判定機能）。
【００５８】
　このステップＳ１２の判定処理において、取得された温度が閾値をこえていると判定さ
れた場合、管理側制御手段として機能する制御端末装置１０は、ステップＳ１３に進む。
　一方、このステップＳ１２の判定処理において、取得された温度が閾値をこえていない
と判定された場合、管理側制御手段として機能する制御端末装置１０は、ステップＳ１９
に進む。
【００５９】
　続いて、ステップＳ１３において、管理側制御手段として機能する制御端末装置１０は
、ファンの回転数に関する情報をシステムコントローラ５０からＩＰＭＩプロトコルによ
り取得し（回転数情報取得ステップないしは回転数情報取得機能）、取得した回転数情報
が最大回転数であるか否かを判定する処理を行う（ステップＳ１３：回転数判定ステップ
ないしは回転数判定機能）。
【００６０】
　このステップＳ１３の判定処理において、取得された回転数が最大であると判定された
場合、管理側制御手段として機能する制御端末装置１０は、ステップＳ１５に進む。
　一方、このステップＳ１３の判定処理において、取得された回転数が最大でないと判定
された場合、管理側制御手段として機能する制御端末装置１０は、ステップＳ１４に進む
。



(14) JP 2010-97257 A 2010.4.30

10

20

30

40

50

【００６１】
　すなわち、最大でなかった場合、管理側制御手段として機能する制御端末装置１０は、
ファンの回転数を制御し、当該回転数を最大に設定する（ステップＳ１４：回転数設定制
御ステップないしは回転数設定制御機能）。
　そして、再度、ステップＳ１１にもどり、状態の監視を続ける。
【００６２】
　他方、最大であった場合、管理側制御手段として機能する制御端末装置１０（の管理ソ
フトウェア１１）は、監視している第１パーテーションで動作しているオペレーティング
システム３１にアクセスし、ＣＰＵの稼動モードを確認する処理を行う（プロセッサ稼働
モード確認ステップないしはプロセッサ稼働モード確認機能）。
　そして、管理側制御手段として機能する制御端末装置１０は、ＣＰＵの稼動モードが省
電力モードで稼動しているか否かを判定する処理を行う（ステップＳ１５：省電力モ－ド
判定ステップないしは省電力モ－ド判定機能）。
【００６３】
　このステップＳ１５の判定処理において、取得された稼働モードが省電力モードである
と判定された場合、管理側制御手段として機能する制御端末装置１０は、ステップＳ１７
に進む。
　一方、このステップＳ１５の判定処理において、取得された稼働モードが省電力モード
でないと判定された場合、管理側制御手段として機能する制御端末装置１０は、ステップ
Ｓ１６に進む。　
【００６４】
　すなわち、省電力モードで稼動していない場合、管理側制御手段として機能する制御端
末装置１０は、オペレーティングシステム３１の省電力機能を用いる。具体的には、管理
側制御手段として機能する制御端末装置１０は、クロック制御Ｉ／Ｆ３２よりＩＣＰＩの
Ｐ―Ｓｔａｔｅ制御を用い、ＣＰＵ３４の実行クロック（動作周波数）を落とし、電力の
消費量を下げるとともにＣＰＵ３４の温度を下げる設定を行う（ステップＳ１６：第１の
動作周波数変更制御ステップないしは第１の動作周波数変更制御機能）。
　その後、またステップＳ１１にもどり、状態の監視を行う。
【００６５】
　そして、管理側制御手段として機能する制御端末装置１０は、ＣＰＵの実行クロックが
限界値（設定可能最小値）まで下がっているか否かを判定する処理を行う（ステップＳ１
７：動作周波数限界値到達可否判定ステップないしは動作周波数限界値到達可否判定機能
）。
【００６６】
　このステップＳ１７の判定処理において、実行クロックが限界値であると判定された場
合、管理側制御手段として機能する制御端末装置１０は、ステップＳ２０に進む。
　一方、このステップＳ１７の判定処理において、実行クロックが限界値でないと判定さ
れた場合、管理側制御手段として機能する制御端末装置１０は、ステップＳ１８に進む。
　
　すなわち、ここまでの対応で、温度に改善が見られなかった場合、管理側制御手段とし
て機能する制御端末装置１０は、ＣＰＵ３４の実行クロック（動作周波数）を設定するこ
とが可能な最小の値まで落とす処理を行う（ステップＳ１８：第２の動作周波数変更制御
ステップないしは第２の動作周波数変更制御機能）。
　その後、またステップＳ１１にもどり、状態の監視を行う。
【００６７】
　他方、前記ステップＳ１２の判定処理において温度が閾値をこえていない場合、管理側
制御手段として機能する制御端末装置１０は、省電力モードで動作し、かつＯＳ（オペレ
ーティングシステム）のタスクがキューに溜まっているか否かを判定する処理を行う（ス
テップＳ１９：キュー滞留状態判定ステップないしはキュー滞留状態判定機能）。
【００６８】



(15) JP 2010-97257 A 2010.4.30

10

20

30

40

50

　このステップＳ１９の判定処理において、タスクがキューに溜まっていると判定された
場合、管理側制御手段として機能する制御端末装置１０は、ステップＳ２０に進む。
　一方、このステップＳ１９の判定処理において、タスクがキューに溜まっていないと判
定された場合、管理側制御手段として機能する制御端末装置１０は、ステップＳ１１に戻
り状態の監視を行う。
【００６９】
　このようにして、以上までの手順で、温度の改善が見られなかった場合（ステップＳ１
７の「Ｙｅｓ」）、もしくは、温度の改善は見られたがオペレーティングシステム３１の
パフォーマンスカウンターやプロセスの状況からタスクがキューに溜まり、処理性能が著
しく落ちていると判断された場合（ステップＳ１９の「Ｙｅｓ」）、管理側制御手段とし
て機能する制御端末装置１０は、ステップＳ２０を実施する。
【００７０】
　すなわち、管理側制御手段として機能する制御端末装置１０は、予備セル４０を追加す
る（ステップＳ２０：予備セル追加ステップないしは予備セル追加機能）。
　具体的には、管理側制御手段として機能する制御端末装置１０は、予備セル４０を第１
パーテーションに割り当て、オペレーティングシステム３１からはＣＰＵが１つ増えた状
態（メインセルのＣＰＵ３４と予備セルのＣＰＵ４４）にする。
　これにより、オペレーティングシステム３１において実行される処理を、２つのＣＰＵ
（ＣＰＵ３４、ＣＰＵ４４）で分散させることによって、性能の改善を図り、温度の安定
化を図りつつ、処理性能の維持を実現する。
　またこのとき、この管理対象パーティションにおいて、予備セル４０の追加を行ったこ
とを示すフラグを、管理ソフトウェア１１が立て特定の記憶領域に記憶する。
【００７１】
　（セル切り離し手順）
　次に、温度が安定し、かつ、オペレーティングシステムの処理の量が減った場合、追加
で割り当てたセルを切り離し、その電源を落とすことで、消費電力の削減を行う手順を図
３を参照しつつ説明する。
【００７２】
　先ず、管理側制御手段として機能する制御端末装置１０は、システムコントローラ５０
からＩＰＭＩの情報を取得し、ＣＰＵの温度情報を取得する（ステップＳ３１：プロセッ
サ温度情報取得ステップないしはプロセッサ温度情報取得機能）。
【００７３】
　続いて、管理側制御手段として機能する制御端末装置１０は、図２に示すステップＳ２
０において予備セルの追加を示すフラグ（予備セル追加フラグ）が立ててあるか否かを確
認し、予備セルの追加が行われたか否かを判定する処理を行う（ステップＳ３２：予備セ
ル追加有無判定ステップないしは予備セル追加有無判定機能）。
【００７４】
　このステップＳ３２の判定処理において、予備セルの追加が行われていないと判定され
た場合、管理側制御手段として機能する制御端末装置１０は、ステップＳ３７に進む。
【００７５】
　一方、このステップＳ３２の判定処理において、予備セルの追加が行われていると判定
された場合、管理側制御手段として機能する制御端末装置１０は、そのパーテーションの
温度が適温か否かを判定する処理を行う（ステップＳ３３：パーテーション温度判定ステ
ップないしはパーテーション温度判定機能）。
【００７６】
　このステップＳ３３の判定処理において、パーテーションの温度が適温でないと判定さ
れた場合、管理側制御手段として機能する制御端末装置１０は、ステップＳ３１に戻り状
態の監視を行う。
【００７７】
　一方、このステップＳ３３の判定処理において、パーテーションの温度が適温であると
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判定された場合、管理側制御手段として機能する制御端末装置１０は、追加した予備セル
をパーテーションから切り離す処理を行う（ステップＳ３４：追加セル切り離しステップ
ないしは追加セル切り離し機能）。
　この際、管理側制御手段として機能する制御端末装置１０は、予備セル４０を追加した
ことを示すフラグ（予備セル追加フラグ）を削除する処理を行う。
　又、管理側制御手段として機能する制御端末装置１０は、切り離した予備セルの電源を
落とす処理をも行う。
【００７８】
　その後、一定の時間様子をみて、管理側制御手段として機能する制御端末装置１０は、
予備セル４０を切り離した影響を受けて、オペレーティングシステム３１にてタスクがキ
ューに溜まってしまっている状態になっているか否か確認、判定する処理を行う（ステッ
プＳ３５：切り離し後キュー滞留状態判定ステップないしは切り離し後キュー滞留状態判
定機能）。
【００７９】
　このステップＳ３５の判定処理において、切り離し後にタスクがキューに溜まっていな
いと判定された場合、管理側制御手段として機能する制御端末装置１０は、ステップＳ３
７に進む。
【００８０】
　一方、このステップＳ３５の判定処理において、切り離し後にタスクがキューに溜まっ
ていると判定された場合、管理側制御手段として機能する制御端末装置１０は、省電力モ
ードで動作しているＣＰＵの実行最大クロックを上げる処理を行う（ステップＳ３６：実
行最大動作周波数増加ステップないしは実行最大動作周波数増加機能）。
　その後、管理側制御手段として機能する制御端末装置１０は、ステップＳ３１に戻り状
態の監視を行う。
【００８１】
　次に、管理対象のパーティションの状態はセルの追加する前の状態に戻っているため、
再度、図２に示す温度管理フローの処理を行い、監視を続ける（ステップＳ３７：温度再
管理ステップないしは温度再管理機能）。
【００８２】
　以上のように本実施の形態によれば、温度が設定された閾値を超えた場合にプロセッサ
のクロックをさげて、温度の安定化を図り、また、このときにこの装置の上で動作してい
るオペレーティングシステムにおいてプロセッサの実行クロックを下げたことによるタス
ク処理の遅延が発生した場合、予備のセルを追加することで、温度を一定に保ちながら、
プロセッサ処理の負担を下げ、動作に影響を与えないようにする。
【００８３】
　すなわち、本実施の形態では、管理対象装置として、例えばＩＰＭＩ（Ｉｎｔｅｌｌｉ
ｇｅｎｔ　Pｌａｔｆｏｒｍ　Mａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）（特にＣＰＵ
の温度情報取得機能）および、ＩＣＰＩに対応したＣＰＵとメモリとシステムボードで構
成されたセルを複数個もつコンピュータなどを対象とすることができる。
【００８４】
　ここで、管理装置（制御端末装置）は、管理対象装置と連携し、ＣＰＵの温度をＩＰＭ
Ｉで管理し、温度が危険閾値を超えた場合に、ＩＣＰＩのＰ―Ｓｔａｔｅ制御を利用し、
ＣＰＵの実行クロックを下げ、省電力モードにし、温度を下げるようにする。
　このときに、管理装置（制御端末装置）は、管理対象装置と連携し、この管理対象装置
の上で動作しているオペレーティングシステムにおいてＣＰＵの実行クロックを下げたこ
とによるタスク処理の遅延が発生した場合、予備のセルを追加することで、Ｐａｒｔｉｔ
ｉｏｎ（パーテーション）を拡張し、ＣＰＵ処理の負担を下げ、管理対象装置の温度を一
定に保ちながら動作に影響を与えないようにする。
【００８５】
　また、管理装置（制御端末装置）は、管理対象装置と連携し、オペレーティングシステ
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ムの負荷量が下がってきた場合に動的に追加したパーティションを切り離し、追加したセ
ルの電源を落とすことで、電力の節約を行う。このようにすることで、データセンタ内に
おいてのホットスポットを解消し、空調電力の削減を行う。　
【００８６】
　このようにして、管理装置（制御端末装置）は、管理対象装置と連携し、複数ＣＰＵを
有し、ＣＰＵの存在するセルごとにＰａｒｔｉｔｉｏｎ（パーテーション）を作成できる
管理対象装置の温度を管理し、温度が設定された閾値を超えた場合に、ＣＰＵの動作を省
電力モードにして実行最大クロックをさげて、温度の安定化を図る。
　また、管理装置（制御端末装置）は、管理対象装置と連携し、このときにこの管理対象
装置の上で動作しているオペレーティングシステムにおいてＣＰＵの実行クロックを下げ
たことによるタスク処理の遅延が発生した場合、予備のセルを追加することで、温度を一
定に保ちながら、Ｐａｒｔｉｔｉｏｎ（パーテーション）を拡張し、ＣＰＵ処理の負担を
下げ、動作に影響を与えないようにする。
【００８７】
　さらに、管理装置（制御端末装置）は、管理対象装置と連携し、オペレーティングシス
テムの負荷量が下がってきた場合に動的に追加したパーティションを切り離し、追加した
セルの電源を落とすことで、電力の節約を行う。　
【００８８】
　したがって、以下の効果を奏することができる。
　第一の効果は、管理対象装置の温度を下げるためにＣＰＵの実行クロックを下げてもオ
ペレーティングシステムのタスク処理能力を維持することができることである。
　その理由は、動的にセルのパーティションへの追加を行うことによって、オペレーティ
ングソフトはＣＰＵが増えた状態になり、並列処理が可能になるためである。
【００８９】
　第二の効果は、温度管理のために、電力を極力消費しないようにすることができること
である。
　その理由は、ＣＰＵの実行クロックを落とすことで、省電力に貢献できる。
　又、外気温に頼らずシステム内で温度の安定化を図るため、空調の設定温度を下げる行
為を行うことなく温度の安定化ができる。
　更に、オペレーティングシステムの処理量が減った場合には、追加したセルをパーティ
ションから切り離し、電源を落とすことによって極力電力を使わないようにすることがで
きるためである。　
【００９０】
　ここで、図１に示すブロック図における一部の各ブロックは、コンピュータにより実行
可能なプログラムにより機能化された状態を示すソフトウエアモジュール構成であっても
よい。
【００９１】
　すなわち、物理的構成は例えば一又は複数のＣＰＵ（或いは一又は複数のＣＰＵと一又
は複数のメモリ）等ではあるが、各部（回路・手段）によるソフトウエア構成は、プログ
ラムの制御によってＣＰＵが発揮する複数の機能を、それぞれ複数の部（手段）による構
成要素として表現したものである。
【００９２】
　ＣＰＵがプログラムによって実行されている動的状態（プログラムを構成する各手順を
実行している状態）を機能表現した場合、ＣＰＵ内に各部（手段）が構成されることにな
る。プログラムが実行されていない静的状態にあっては、各手段の構成を実現するプログ
ラム全体（或いは各手段の構成に含まれるプログラム各部）は、メモリなどの記憶領域に
記憶されている。
【００９３】
　以上に示した各部（手段）は、プログラムにより機能化されたコンピュータをプログラ
ムの機能と共に実現し得るように構成しても、また、固有のハードウエアにより恒久的に
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機能化された複数の電子回路ブロックからなる装置で構成してもよい。したがって、これ
らの機能ブロックがハードウェアのみ、ソフトウェアのみ、またはそれらの組合せによっ
ていろいろな形で実現でき、いずれかに限定されるものではない。
【００９４】
　また、各セル（メインセル、予備セル）は、通信可能な専用のコンピュータからなる装
置としてそれぞれ構成し、これらの各装置によりシステムを構成してもよい。逆に、各セ
ルを単一の装置として構成したシステムであってもよい。
【００９５】
　[その他の各種変形例]
　また、本発明にかかる装置及び方法は、そのいくつかの特定の実施の形態に従って説明
してきたが、本発明の主旨および範囲から逸脱することなく本発明の本文に記述した実施
の形態に対して種々の変形が可能である。
【００９６】
　例えば、上記構成部材の数、位置、形状等は上記実施の形態に限定されず、本発明を実
施する上で好適な数、位置、形状等にすることができる。すなわち、上記実施の形態では
、メインセルが１個、予備セルが１個の場合を示したが、本発明は、これらの個数を制限
するものではない。
　例えば、メインセル１個に対して予備セルが２以上用意されていてもかまわない。この
場合、必要に応じて予備セル１個を追加したり、予備セル２個を追加したりするようにし
てメインセルの処理負担を軽減するようにしてもよい。
【００９７】
　また、管理対象装置としては、例えば電子機器や電子機器の多重化装置であってもよい
。例えば、電子計算機の冗長化装置（冗長化されたサーバや冗長化された各種ネットワー
クスイッチ及び冗長化された構内交換機等）の一部に用いてもよい。
　例えば、サーバを多重化した多重化装置において、電子機器の一例であるサーバには、
複数のＣＰＵやメモリ、ＨＤＤ、チップセット、その他の回路などの主要コンポーネント
が１つの電子機器内に装備されている場合を含む。これらの複数の電子機器である各サー
バを多重化した多重化装置においては、一つのＯＳ（オペレーティングシステム）（全体
制御部）にて多重化装置を制御することができる。この場合、障害が発生すると、障害部
分の一のサーバを切り離し、他の新たなサーバに交換することにより、故障したモジュー
ルを交換し運用を継続して行うことができるようになっている。
　そのような多重化装置においても前記プロセッサの制御を行うことができる。
【００９８】
　更に、プロセッサとして、ＣＰＵの場合を示したが、他の各々のプロセッサ、種々の単
位のプロセッサであってもかまわない。例えばＭＰＵであってもよいし、ＣＰＵにＦＰＵ
を加えたもの、マルチコアＣＰＵなど如何なる形態でもよい。
【００９９】
　又、ＣＰＵ３４の温度を計測する温度計測手段の一例又は一部である温度センサ３５を
設けたが、ＣＰＵ３４の周辺の温度を計測する他の温度センサ（他温度計測手段）を備え
てもよい。
【０１００】
　前記制御端末装置の機能をシステムコントローラなどの管理対象装置側が備えてもよい
。つまり、管理対象側制御手段は、これらの各セルを制御するとともに前記温度計測手段
にて計測された温度に応じて前記プロセッサの動作周波数を制御できる。この場合、前記
管理対象側制御手段は、前記温度計測手段にて計測された温度が閾値をこえたら、前記プ
ロセッサの動作周波数を下げる第１制御機能を備えてもよい。又、前記第１制御機能にて
前記動作周波数を下げた状態において前記プロセッサの処理性能が低下したら、前記予備
用プロセッサを含む前記予備セルを動的に追加する第２制御機能を備えてよい。
【０１０１】
　この場合、前記管理対象側制御手段における第２の制御機能では、前記管理対象装置が
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備えているオペレーティングシステムのタスクがキューに溜まり負荷量が上がると、前記
予備用プロセッサを含む前記予備セルを動的に追加する機能を備えてよい。
【０１０２】
　又、前記管理対象側制御手段は、前記管理対象装置が備えているオペレーティングシス
テムの負荷量が下がったら、動的に追加した前記予備セルを切り離し、その切り離した前
記予備セルの電源をオフとする第３制御機能を備えてよい。
【０１０３】
　更に、前記管理対象側制御手段における前記第１制御機能では、前記プロセッサの稼動
モードを省電力モードとし、この省電力モードにおける動作周波数とする機能を備えてよ
い。
【０１０４】
　又更に、前記管理対象側制御手段は、前記温度計測手段にて計測された温度が閾値をこ
えたら、前記冷却手段が備える冷却機能を最大とする第４制御機能を備えてよい。この場
合、前記第１制御機能では、前記第４制御機能で冷却機能を最大とした状態において、前
記温度計測手段にて計測された温度が閾値をこえたら、前記プロセッサの動作周波数を下
げる機能を備えてよい。また、前記第２制御機能では、前記冷却機能が最大であって、前
記動作周波数を下げた状態において前記プロセッサの処理性能が低下したら、前記予備用
プロセッサを含む前記予備セルを動的に追加する機能を備えてよい。
【０１０５】
　更に又、前記管理側制御手段は、前記冷却手段が備える冷却機能を最大とし、前記プロ
セッサの動作周波数を下げた状態において、前記温度計測手段にて計測された温度が閾値
をこえたら、前記省電力モードにおける動作周波数からさらに前記プロセッサにおける動
作周波数の低減限界にまで当該動作周波数を下げる第５制御機能を備えてよい。
　この場合、前記第２制御機能では、前記冷却機能が最大であって、前記動作周波数を低
減限界にまで下げた状態において前記プロセッサの処理性能が低下したら、前記予備用プ
ロセッサを含む前記予備セルを動的に追加する機能を備えてよい。
【０１０６】
　又、本発明の一実施の形態に係るプロセッサ制御における動作処理手順は、少なくとも
１つのプロセッサと前記プロセッサの温度を計測する温度計測手段とを備えたメインセル
と、少なくとも１つの予備用プロセッサを備えた予備セルとを備えている管理対象装置が
備えたコンピュータが行うものを対象とするものである。
【０１０７】
　この一実施の形態に係るプロセッサ制御における全体の動作処理手順は、基本的手順と
して、管理対象側制御手段として機能する管理対象装置が、前記プロセッサの温度を計測
し（例えば図２に示すステップＳ１１：温度計測ステップ）、この計測された温度が閾値
をこえたら、前記プロセッサの動作周波数を下げる第１制御をし（例えば図２に示すステ
ップＳ１２とステップＳ１６からなるステップ：第１制御ステップ）、前記動作周波数を
下げた状態において前記プロセッサの処理性能が低下したら、前記予備用プロセッサを含
む前記予備セルを動的に追加する第２制御をする（例えば図２に示すステップＳ１７とス
テップＳ２０からなるステップ又はステップＳ１９とステップＳ２０からなるステップ：
第２制御ステップ）、ことができる。
【０１０８】
　その他の構成およびその他のステップないしは機能並びにその作用効果については、前
述した実施の形態の場合と同一となっている。また、上記の説明において、上述した各ス
テップの動作内容及び各部の構成要素並びにそれらによる各機能をプログラム化（ソフト
ウエアプログラム）し、コンピュータに実行させてもよい。
【０１０９】
　さらに、以上説明した方法は、コンピュータがプログラムを記録媒体から読み込んで実
行することによっても実現することが出来る。すなわち、上述のプログラムを、情報記録
媒体に記録した構成であってもよい。
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【０１１０】
　又、本発明の一実施形態による管理装置では、少なくとも１つのプロセッサと前記プロ
セッサの温度を計測する温度計測手段とを備えたメインセルと、少なくとも１つの予備用
プロセッサを備えた予備セルとを備えている管理対象装置を通信網を介して管理制御する
ことができる。この場合、計測された前記プロセッサの温度情報を取得する取得機能と、
この取得された温度が閾値をこえたら、前記プロセッサの動作周波数を下げる第１制御機
能と、前記動作周波数を下げた状態において前記プロセッサの処理性能が低下したら、前
記予備用プロセッサを含む前記予備セルを動的に追加する第２制御機能と、を備えてよい
。
【０１１１】
　又、本発明の一実施形態による管理装置では、前記管理対象装置が備えているオペレー
ティングシステムの負荷量が下がったら、動的に追加した前記予備セルを切り離し、その
切り離した前記予備セルの電源をオフとする第３制御機能をさらに備えてよい。
【０１１２】
　又、本発明の一実施形態による管理対象装置では、少なくとも１つのプロセッサと前記
プロセッサの温度を計測する温度計測手段とを備えたメインセルと、少なくとも１つの予
備用プロセッサを備えた予備セルとを備えている。この場合、計測された温度が閾値をこ
えたら、前記プロセッサの動作周波数を下げる第１制御機能と、前記動作周波数を下げた
状態において前記プロセッサの処理性能が低下したら、前記予備用プロセッサを含む前記
予備セルを動的に追加する第２制御機能と、を備えてよい。
【０１１３】
　またさらに、前述した実施形態の機能を実現する本発明のプログラムは、前述した各実
施の形態における各種ブロック図などに示された処理部（処理手段）、機能などに対応し
たプログラムや、フローチャートなどに示された処理手順、処理手段、機能などに対応し
たプログラムや、各種データ構造を利用するプログラムなどにおいて各々処理される各処
理プログラム、本明細書で全般的に記述される方法（ステップ）、説明された処理、デー
タの全体もしくは各部を含む。
【０１１４】
　さらにまた、上記実施の形態におけるシステムにおいて、管理装置と管理対象装置との
間の通信構造は、クライアントサーバーシステム、ピアツーピア（Ｐｅｅｒ　Ｔｏ　Ｐｅ
ｅｒ）通信によるシステムであってもよい。
【０１１５】
　また、前記実施の形態における「システム」とは、複数の装置が論理的に集合した物を
いい、各構成の装置が同一筐体中にあるか否かは問わない。このため、本発明は、複数の
機器から構成されるシステムに適用しても良いし、また、一つの機器からなる装置に適用
しても良い。
【０１１６】
　さらに、上述の管理対象装置としては、サーバコンピュータ、パーソナルコンピュータ
に限らず、ＥＷＳ（エンジニアリングワークステーション）、中型コンピュータ、メイン
フレームなどが挙げられる。
【０１１７】
　さらにまた、本明細書において、フローチャートに示されるステップは、記載された手
順に従って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくとも、
並列的あるいは個別に実行される処理を含むものである。さらに、実装の必要に応じて、
本明細書で説明した特定の手順（ステップ）を、組み合わされた手順（ステップ）として
実装、除去、追加、または再配置することができる。
【０１１８】
　さらに、「通信」では、無線通信および有線通信は勿論、無線通信と有線通信とが混在
した通信、即ち、ある区間では無線通信が行われ、他の区間では有線通信が行われるよう
なものであってもよい。さらに、ある装置から他の装置への通信が有線通信で行われ、他
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の装置からある装置への通信が無線通信で行われるようなものであってもよい。
【０１１９】
　そして、この通信には通信網が含まれる。通信網を構成するネットワークとしては、例
えば携帯電話回線網（基地局及び交換システムを含む）、公衆電話回線網、ＩＰ電話網、
ＩＳＤＮ回線網などこれに類する各種回線網、インターネット（乃ち、ＴＣＰ・ＩＰプロ
トコルを用いた通信態様）やイントラネット、ＬＡＮ＜イーサネット（登録商標）、やギ
ガビットイーサネット（登録商標）などを含む＞、ＷＡＮ、光ファイバー通信網、電力線
通信網、ブロードバンド対応可能な各種専用回線網などいずれのハードウエア構成でもよ
い。さらに、ネットワークは、ＴＣＰ・ＩＰプロトコルの他、種々の通信プロトコルを用
いたネットワークあるいはソフトウエア的に構築された仮想ネットワークやこれに類する
あらゆるネットワークを含むネットワークなどいかなる通信プロトコルであってもよい。
また、ネットワークは、有線に限らず、無線（衛星通信、各種高周波通信手段等を含む）
ネットワーク（例えば、簡易電話システムや携帯電話のようなシングルキャリア通信シス
テム、Ｗ―ＣＤＭＡやＩＥＥＥ８０２．１１ｂに準拠した無線ＬＡＮのようなスペクトラ
ム拡散通信システム、ＩＥＥＥ８０２．１１ａやＨｉｐｅｒＬＡＮ／２のようなマルチキ
ャリア通信システム、などを含むネットワーク）であっても構わず、これらの組み合わせ
を利用してもよく、他のネットワークと接続されたシステムであってもよい。さらに、ネ
ットワークは、ポイントツーポイント、ポイントツーマルチポイント、マルチポイントツ
ーマルチポイントなど如何なる形態でもよい。
【０１２０】
　また、管理装置と管理対象装置との間の通信構造に際し、いずれか一方又は双方に形成
されるインタフェースの種類は、例えばパラレルインタフェース、ＵＳＢインタフェース
、ＩＥＥＥ１３９４、ＬＡＮやＷＡＮ等のネットワークやその他これに類するもの、もし
くは今後開発される如何なるインタフェースであっても構わない。　
【０１２１】
　ところで、このような管理装置は、単独で存在する場合もあるし、ある機器（例えば管
理装置と管理対象装置が一体的になった装置や、管理装置が他の装置に組み込まれるなど
）に組み込まれた状態で利用されることもあるなど、発明の思想としてはこれに限らず、
各種の態様を含むものである。
　さらにまた、一部がソフトウェアであって、一部がハードウェアで実現されている場合
であってもよく、一部を記憶媒体上に記憶しておいて必要に応じて適宜読み込まれるよう
な形態のものとしてあってもよい。
【０１２２】
　また、発明の範囲は、図示例に限定されないものとする。さらに、上記各実施の形態に
は種々の段階が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組み合わせによ
り種々の発明が抽出され得る。つまり、上述の各実施の形態同士、あるいはそれらのいず
れかと各変形例のいずれかとの組み合わせによる例をも含む。
【産業上の利用可能性】
【０１２３】
　本発明は、プロセッサ制御全般に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１２４】
【図１】本発明の第１の実施の形態によるプロセッサ制御システムの全体構成の一例を示
すブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態によるプロセッサ制御システムにおける動作処理手順
の一例を示すフローチャートである。
【図３】本発明の第１の実施の形態によるプロセッサ制御システムにおける動作処理手順
の一例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１２５】
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　１　プロセッサ制御システム
　１０　制御端末装置
　１１　管理ソフトウエア（管理側制御手段の一部）
　１２　ＮＩＣ（ネットワークインターフェースカード）
　２０　管理対象装置
　３０　メインセル
　３１　オペレーティングシステム（管理対象側制御手段の一部）
　３２　クロック制御Ｉ／Ｆ
　３３　ＩＣＰＩ制御部（管理対象側制御手段の一部）
　３４　ＣＰＵ（プロセッサ）
　３５　温度センサ（温度計測手段）
　３６　ファン
　３７　ファン回転数センサ
　３８　ＢＭＣ（管理対象側制御手段の一部）
　４０　予備セル
　４３　ＩＣＰＩ制御部（管理対象側制御手段の一部）
　４４　ＣＰＵ（予備用プロセッサ）
　４５　温度センサ
　４６　ファン
　４７　ファン回転数センサ
　４８　ＢＭＣ（管理対象側制御手段の一部）
　５０　システムコントローラ（管理対象側制御手段の一部）
　　
　

【図１】 【図２】
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